
 
 

“存続協定”（平成２年１２月３日） 
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大阪国際空港の存続及び今後の同空港の運用  

等に関する協定  

 

大阪国際空港騒音対策協議会と運輸省は、関西国際空港  

開港後の措置を含め、今後の大阪国際空港の運用と環境    

対策について、次のとおり合意する。  

 

１． 基本方針  

大阪国際空港については、周辺地域との調和と利用 

者利便の確保とを図りつつ関西国際空港開港後も存続

することとし、その運用に当たっては、空港周辺の   

関係地方公共団体等の理解と協力を得るため、今後と 

も環境基準の達成に向け不断の努力を尽くすとともに 

運航上の安全の確保・向上に最大の配慮を払うものと

する。  

 

２． 空港機能等  

本空港については、関西国際空港開港後も運輸大臣 

が直轄で管理・運営する国内線の基幹空港とし、関西  

国際空港との適切な機能分担を図ることとする。  

また、本空港の規制時間内においては、関西国際   

空港の代替空港の機能を有するものとする。  

３． 発着回数  

関西国際空港開港後の本空港におけるジェット機を 

含む発着回数は現行程度とし、プロペラ機について  

は、ＹＳ－１１型機の経年化等に対応するため、現行

騒音影響区域の範囲内で低騒音機材へのジェット化を 

行うこととし、その実施に当たっては、あらかじめ   

協議するものとする。  

 

４． 環境対策  

（１） 発生源対策  

① 機材制限  

   今後は騒音基準適合証明におけるいわゆる新基準 

適合機への更新を促進することとし、関西国際空港 

開港後にあっては、定期便については、新基準適合

機のみの運航を認めることとする。  

② 騒音規制  

関 西 国 際 空 港 開 港 後 の 離 陸 後 の 騒 音 規 制 に    

ついて、川西市久代小学校における騒音規制値を  

強化することとし、逆発進対策完了後にあっては  

豊中市側においても騒音規制を実施することと   

する。この場合における規制値については、逆発進  

対策完了時までに検討を進めることとする。  
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③ 発着時間規制 

当面、午後９時以降翌日午前７時までに発着する    

ダイヤ設定を認めないこととする。 

④ 運航方式 

現在大阪国際空港において採用されている飛行    

ルート及び騒音軽減運航方式を今後とも徹底すると    

ともに、安全性が確保されることを前提に、夜間に     

おいては、着陸時のスラスト・リバースの抑制に      

努めることとする。 

また、今後とも騒音軽減等を図り得る運航方式の    

研究・導入等につき努めることとする。 

⑤ 逆発進対策 

今後とも関係地方公共団体、周辺住民等の理解と    

協力を得て、逆発進対策を鋭意進めることとする。 

 

（２） 周辺環境対策 

今後とも周辺環境対策について不断の努力を傾注   

し、残された課題の早期解決に努める。 

 

（３） 安全対策 

今後とも引き続き航空機の安全運航の確保を図り、   

また、地上防災対策の充実に努めることとする。 

５． その他 

（１）  本協定事項については、今後の状況の変化等に     

より適宜見直しを行うものとし、内容を変更する     

場合には、あらかじめ協議するものとする。 

 

（２）  本協定の実施について必要がある場合は、原則と    

して関西国際空港の開港までの間に、誠意をもって    

協議する。 

 

 

 

平成２年１２月３日 

 
 

運輸省航空局長 
 
 

 
大阪国際空港騒音対策協議会会長 
        伊 丹 市 長 


